
大
正
司
草
六
四
喝
二
守
-
旬
第
三
種
田
健
物
認
可

{
a
w
q
-
閣
-
ヨ
調
得
-

一

晶

画

一
相
積
税
改
造
の
一
案
・
・
・
・

6

・
法
田
中
博
士
神
戸

一
利
子
の
資
本
菩
積
に
及
ぼ
す
作
用
・
・
・
丈
泉
博
士
高
田

一
赤
子
の
夫
折
統
計
観
・
・
・
・
・
・
法
皐
博
士
財
部

一

肱

阿

論

醐

局
替
戦
争
マ
」
閣
矯
替
の
騰
貴
"
・
・
・
怪
潟
県
博
士
谷
口

宙

開

簿
記
の
目
的
に
就
い
て
・
・
・
・
・
・
・
経
済
月
中
士
地
川
虎
三

資

本

蓄

積

論

・

・

・

・

-

経

主

主

柴

田

敬

信
用
統
制
に
就
い
て
・
・
・
・
・
・

E

・
経
済
皐
士
松
岡
孝
児

競

売

園

家

の

相

積

擢

・

・

・

・

-

-

-

-

経

済

皐

士

三

谷

道

麿

所
謂
『
買
上
税
一
一
に
就
い
て
・
・
・
・
・
-
経
潜
血
て
士
佐
伯
玄
洞

百
貨
底
三
事
門
庖
..•••. 

‘

.

-

き

主

主

堀

新

一

附

録

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題
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園
出
哉
の
相
績
櫨

日記一-=回

グ巳

4

園
家
の
相
績
権

~~ 

~!t 

E警

私
有
財
産
制
度
を
是
認
し
つ
L
然
も
相
績
纏
に
封
し
て
は
何

等
か
の
手
段
に
依
ワ
て
制
限
を
加
え
、
以
っ
て
宮
の
集
中
傾
向

〔

酷

=

を
緩
和
せ
ん
と
す
る
思
想
は
決
し
て
稀
で
は
た
い
。
相
続
税
の

創
設
は
勿
論
斯
く
の
如
き
目
的
に
出
づ
る
も
の
で
は
た
い
が
、

今
日
の
相
積
税
が
明
か
に
財
産
重
課
の
趣
旨
を
是
認
し
、
従
つ

て
或
る
意
味
に
於
て
は
一
穫
の
相
績
機
の
制
限
に
非
ざ
る
か
の

疑
問
を
提
供
す
る
事
は
、
若
る
し
く
高
い
諸
国
の
税
率
に
就
い

R

註
二
」

て
見
れ
ば
恐
ら
く
は
否
定
さ
れ
得
注
い
で
あ
ら
う
。
凡
ゆ
る
相

績
に
就
い
て
常
に
無
制
限
な
る
相
続
権
が
是
認
さ
る
可
き
か
否

か
、
換
言
す
れ
ば
或
る
種
の
相
模
は
制
限
さ
る
可
き
何
等
か
の

理
由
を
持
っ
か
否
か
は
今
問
題
と
す
る
限
り
で
は
-
泣
い
。
只
或

第
三
十
七
巻

A 
O 

第
二
披

一
二
八

る
種
の
相
績
に
は
一
定
の
制
限
が
付
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
と
た

す
思
想
を
是
認
す
る
意
味
に
於
て
、
或
は
相
続
税
の
理
論
的
根

擦
と
し
て
、
夏
に
は
濁
立
の
績
倒
的
主
旋
と
し
て
、
主
に
狗
逸

に
於
て
論
ぜ
ら
れ
た
個
人
財
産
に
封
ず
る
岡
家
の
相
績
擁
は
果

し
て
如
何
友
る
意
味
を
有
っ
か
、
相
模
挽
&
の
欄
輸
に
於
て
若

干
の
考
察
を
加
え
る
で
あ
ら
う
。

園
家
の
相
続
擢
は
二
つ
の
方
面
に
表
は
れ
る
。
共
の
一
は
常

に
最
終
順
位
の
法
定
相
続
人
と
し
て
の
国
家
で
あ
り
、
共
の

は
他
の
個
人
と
並
ん
で
共
同
相
積
人
と
し
て
の
図
家
で
あ
る
。

元
米
国
家
は
共
の
土
地
高
機
に
依
っ
て
無
主
鰻
財
産
の
図
庫
蹄

属
権
を
有
す
る
が
故
に
個
人
相
続
人
の
暁
依
は
必
然
に
園
家
の

相
槙
纏
か
或
は
園
庫
盟
問
属
樺
の
稜
生
原
因
と
た
る
。
相
績
人
の

畷
快
に
依
っ
て
被
相
輯
人
の
財
産
が
結
局
国
庫
に
臨
す
る
事
は

明
瞭
で
あ
る
が
、
共
の
理
由
が
園
家
の
相
績
様
で
あ
る
か
、
若

し
く
は
無
主
健
財
産
の
園
庫
蹄
属
に
過
ぎ
た
い
か

r
と
の
揚
合

の
問
題
で
あ
り
、
共
同
相
績
人
と
し
て
国
家
を
是
認
す
る
事
は

結
局
園
家
に
遺
留
分
権
を
認
む
る
事
に
外
た
ら
も
仏
い
。
共
の
何



れ
に
も
せ
よ
、
図
家
の
相
鏑
纏
を
主
張
す
る
事
が
必
然
に
共
れ

丈
け
個
人
の
相
演
樺
制
限
と
な
る
事
は
明
瞭
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
個
人
の
相
積
極
制
限
論
の
凡
て
が
共
の
ま
、
岡
家
の
相
績

樺
を
主
張
し
得
可
き
積
極
的
論
擦
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
若

し
個
人
の
相
演
櫨
が
制
限
さ
る
可
き
も
の
な
ら
ば
共
の
理
由
は

常
に
相
績
櫨
自
櫨
の
中
に
求
め
ら
る
可
き
で
あ
る
と
全
〈
同
様

に
、
同
家
の
相
模
植
の
主
張
も
共
れ
が
岡
庫
節
風
と
全
〈
抗
一
一
刷
機

を
異
に
す
る
限
り
圃
家
自
身
が
相
績
櫨
を
保
布
し
得
可
き
何
等

、品〉与盟、
J
u
m
-
-
J
J
E史
惨
p
p
'
κ
ρ
戸
山

:
"
'
3
0
ト

L

、〉
F
A
1
2
F

司、・ニ
-
R
d
n

、J
1

カ
「
布
拒
批
判
明
拐
を
・
'
耳
J
2叶
9
Z
J
i
/
江
主
時
打
庁
可
知
J
品川

統
櫨
の
制
限
は
翠
に
消
位
的
役
目
を
旧
対
ず
に
過
ぎ
友
い
。

民
法
上
の
相
続
樺
が
(
一
)
被
相
続
人
の
意
思

l
遺
一
一
一
日
の
自
由

(
二
、
-
家
族
共
有
財
産
の
概
念
、
(
三
)
扶
養
の
擢
利
義
務
、

に
ヰ艮

擦
を
有
つ
事
は
殆
ん
ど
疑
問
の
徐
地
が
な
い
。
従
っ
て
岡
家
の

相
模
櫨
と
雄
も
亦
是
等
を
外
に
し
て
是
認
さ
れ
得
可
き
で
は
な

い
と
考
へ
る
。

被
相
続
人
が
園
家
を
以
っ
て
相
演
人
た
ら
し
め
ん
と
す
る
友

ら
ば
図
家
も
亦
営
然
に
相
皆
様
を
獲
得
す
る
。
と
の
事
は
今
日

ム
時
一
一
)

の
法
律
が
明
か
に
是
認
す
る
所
で
あ
る
。
然
し
友
が
ら
斯
く
の

岡

家

の

相

暗

暗

櫨

如
き
意
味
の
相
績
樺
は
相
演
税
と
の
閥
融
引
に
於
て
は
勿
論
何
等

の
意
義
を
有
し
な
い
。
次
に
家
族
共
有
財
産
の
視
念
を
敷
街
し

て
図
家
も
亦
一
大
出
家
族
友
り
と
し
従
っ
て
共
の
成
員
の
死
亡
に

依
り
相
積
櫨
を
獲
得
す
る
と
注
す
が
如
き
は
一
の
比
嘱
と
し
て

た
ら
ぱ
知
ら
宇
科
率
的
研
究
の
結
論
と
し
て
は
到
底
是
認
さ
れ

九
花
園
〕

得
可
き
で
は
友
い
。
然
し
友
が
ら
歴
史
的
に
視
る
た
ら
ぽ
所
謂

共
同
酬
閣
に
局
し
た
相
続
擦
の
概
念
が
再
び
岡
家
に
是
認
せ
ら
る

可
き
事
が
必
ら
や
し
も
不
可
能
で
た
い
事
を
知
り
得
る
で
あ
ら

、，
o

二
:
}
~
1
〉
d
'
J
t
、〉

:ih
〉
河
町
、
ヨ
1
1
日
里
町
置
王

2
1
1
3

J
J

」
I
2
1
f
v一
荒
井
江
古

h
A
f
t
-
b
H
川
羽
詰
根
治
R
P
J

実
V↑

歴
史
と
北
九
に
存
渡
し
来
っ
た
と
考
へ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
明
か
に

誤
謬
で
あ
る
。
共
同
樫
に
認
め
ら
れ
た
相
模
纏
が
漸
次
個
人
相

積
擢
に
同
盟
濯
し
来
っ
た
経
過
を
明
か
に
し
そ
れ
が
勝
来
再
び
寅

現
さ
る
L
で
あ
ら
う
事
を
設
い
た
出
口
市
古
口
出

=
Z『
は
突
の
如

〈
云
ふ
。

『
共
同
盟
と
し
て
は
民
族
法
に
於
て
出
-
官
官
が
あ
り
後

に
於
て
=
ぇ

z
r
p
E
が
あ
る
。
而
し
で
或
φ
閑
健
員
白
遺
産
は
某

の
家
の
狭
い
範
囲
内
で
子
孫
或
は
外
の
泣
い
家
族
員
に
依
っ
て
柑
績

き
れ
な
い
場
合
直
ち
に

2
2》

ω
又
は

F
b
D
共
同
盟
に
蹄
屈
し
た
。

漸
究
家
の
外
に
あ
る
一
被
相
績
人
の
血
縁
が
相
嬬
櫨
を
獲
、
中
世
の
絡

出
。
同
月
丘
二

第
三
十
七
巻

i¥. 

第

披

:JL 



岡

家

白

相

績

櫨

り
以
後
ロ
1
7
法
及
び
自
然
法
撃
の
影
響
白
下
に
血
の
代
償
問
J
r
T

E
F
U
Z
E
-
E主
と
し
て
の
一
-
相
績
構
が
何
等
の
制
限
も
な
〈
直
ち
に

そ
し
て
排
他
的
に
血
縁
に
成
立
す
る
と
い
ふ
思
想
が
一
般
に
出
来
上

り
、
貝
起
に
依
っ
て
北
ハ
同
憶
は
完
全
な
る
柑
頼
人
献
除
の
場
合
ま
で
相

績
櫨
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
』
と

即
ち
グ
ル
?
ン
人
の
枇
曾
で
嘗
て
存
在
し
た
共
同
憾
の
個
人

財
底
に
針
す
る
相
続
権
が
ロ
!
?
法
及
び
自
然
法
摩
の
影
響
を

交
付
て
全
〈
市
川
総
に
移
り
、

利
組
人
の
献
除
友
る
削
叫
ん
b
が判引いあ

て
狭
い
も
の
と
友
り
共
同
障
の
相
績
纏
は
殆
ん
ど
無
意
味
友
る

存
在
と
化
し
た
。
是
と
全
く
同
様
友
る
経
過
は
多
〈
の
他
民
族

の
歴
史
に
於
て
も
恐
ら
く
は
否
定
さ
れ
得
左
い
も
の
と
考
へ
る

{
誼
王
)

が
、
近
時
個
人
の
無
制
限
な
る
相
続
権
に
皮
謝
し
て
漸
ゃ
く
共

同
惜
の
相
続
晴
帽
を
個
人
と
並
ん
で
再
び
是
認
せ
ん
と
す
る
の
思

想
を
生
歩
る
に
到
っ
た
。
然
し
な
が
ら
翠
に
歴
史
的
に
嘗
て
存

在
し
た
と
い
ふ
事
丈
け
が
そ
れ
を
夏
に
今
日
の
枇
曾
に
移
す
可

き
根
擦
と
は
友
り
得
な
い
。
然
も
相
模
様
白
憾
の
性
質
よ
り
獄

て
園
家
に
是
を
認
め
ん
が
矯
め
に
は
必
然
に
扶
養
開
係
に
共
の

論
抽
酬
を
求
む
る
の
外
は
友
い
。
邸
ち

国

zrdH
は
次
の
如
〈
述

ぺ
て
居
る
。
「
最
近
時
に
到
り
是
等
の
見
解
に
反
劃
し
て
共
同
盟

第
三
十
七
巻

第
二
時
翫

O 

Jl、

の
負
鎗
及
び
使
命
の
増
加
を
顧
慮
し
て
是
に
血
縁
と
並
ん
で
或

る
程
度
の
相
続
法
上
の
地
位
を
興
へ
ん
と
す
る
目
的
を
持
つ
反

動
が
起
っ
た
o
」
と
。
而
し
て
彼
は
共
の
寅
例
と
し

τス
ク
ヰ
ス

〔
睦
六
)

の
諸
州
に
於
け
る
立
法
例
を
皐
げ
て
居
る
。
然
し
た
が
む
園
家

の
相
績
樺
を
認
め
ん
と
す
る
思
想
は
既
に
平
〈
個
人
相
槙
纏
の

制
限
論
と
北
九
に
起
り
、
日
疋
と
放
ん
で
稜
展
し
来
っ
た
も
の
で
あ

r
J
o
叩
円

¥
u
L

，

f
J
t
 

河
田

l
k
H
片
岡
車
〉
哨
川
市
内
士
コ

n引
ノ
ー
寸
守
車
中
h
v
U
A
H
W
Uド
d

f

b

4
4
=
-
二
E
L
L
-
3
m
A
L
T
-

-
f
i
-
-
'
〆
U

J
夕
、
:

る
可
き
を
論
じ
て
共
の
ま
L
共
同
惜
の
相
続
植
の
主
張
と
た
し

「
註
七
}

共
の
間
何
悼
す
の
考
慮
を
排
は
な
か
っ
た
も
の
L
如
〈
で
あ
る
。

勿
論
個
人
相
演
纏
の
制
限
を
説
い
た
凡
ゆ
る
設
明
は
、
北
ハ
の
反

聞
に
必
ら
や
や
岡
家
の
相
続
権
を
是
認
す
る
か
、
或
は
岡
市
坪
節

属
権
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
も
の
と
考
へ
得

(
詑
八
}

る
o

然
も
是
を
明
確
に
匝
別
す
る
事
な
〈
岡
田
f

に
個
人
相
揖
櫨
の

制
限
を
の
み
論
じ
た
事
は
恐
ら
〈
は
自
ら
の
主
張
を
伸
ぷ
る
に

念
に
し
て
共
の
結
果
が
事
賃
上
図
家
に
蹄
す
る
の
一
黙
に
満
足

し
た
も
の
と
信
や
る
の
外
は
友
い
。
然
も
園
家
の
相
積
檎
を
主

張
し
得
る
が
潟
め
に
は
、
既
に
述
べ
た
る
が
如
〈
個
人
相
輔
権

の
制
限
論
の
上
に
夏
に
園
出
家
自
鰻
が
相
続
棋
を
享
有
し
得
可
き

Vereinhei tl.ichtmg des Schweizerischen Eugen Huber， Betrachtungen uber die 
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理
論
的
根
憐
あ
る
事
を
必
妥
と
す
る
。
共
の
意
味
に
於
て

E
z
l

戸
高
『
が
一
増
加
し
行
〈
負
婚
と
使
命
に
図
家
の
相
演
樺
の
根
械
を

求
め
ん
と
し
た
事
は
確
か
に
一
歩
を
進
め
た
も
の
と
云
ひ
得

る
。
然
し
友
が
ら

ロ
ロ
『
日
『
と
難
も
依
然
と
し
て
扶
養
閥
係
か

ら
個
人
相
問
機
の
制
限
さ
れ
得
可
き
を
就
い
て
必
ら
や
し
も
閥

家
の
相
積
構
白
酬
閣
を
明
確
に
論
詮
し
て
居
る
の
で
は
な
い
。
即

ち
彼
が
後
嗣
及
び
配
偶
者
が
相
縫
人
友
る
揚
合
に
は
共
同
幽
胞
の

共
同
相
積
極

(
r
g
E
2
5
2
k
同
凶
ユ
》
弓
門
E
F
)

を
否
定
し
、

紙
か
ら
の
親
政
の
相
朝
合
比
一

C
町内、

1
1
f
r
t
通
〉
〉
同
地
主
へ
〉
口
周

到
刷

4
J
£
ド

J
μ
Pレ

U
立
宮
町
市

H
M
6
4
4

合
は
二
五
%
の
相
績
樺
を
共
同
幽
胞
に
認
め
、
相
績
人
の
依
除
に

依
っ
て
共
同
憶
を
相
績
人
と
な
さ
ん
事
を
主
張
す
る
の
は
、
要

す
る
に
個
人
相
模
擢
が
如
何
な
る
場
合
如
何
友
る
程
度
に
制
限

さ
る
可
き
か
を
扶
養
関
係
か
ら
論
や
る
限
り
必
ら
や
し
も
理
由

た
し
と
は
云
ひ
得
な
い
が
、
然
仁
倫
ほ
一
O
%
、
或
は
二
O
%

の
共
同
縄
の
相
演
櫨
自
惜
の
根
擁
が
明
白
に
一
不
さ
れ
て
居
る
の

で
は
悲
い
。
夏
に
彼
が
相
演
樺
の
範
閣
の
制
限
は
是
を
否
定
し

て
例
へ
ば
百
高
7
ラ
ン
を
越
ゆ
る
相
績
は
最
平
や
許
さ
れ
や
と

注
す
設
を
反
駁
し
去
っ
た
事
は
理
論
的
に
は
確
か
に
承
認
さ
れ

国

家

の

棺

減

措

得
る
が
、
依
然
と
し
て
ロ
一

E
z
n
E
等
々
の
諸
説
よ
り
相
距
る

事
遠
か
ら
ざ
る
を
思
は
し
め
る
。

国
家
の
相
続
権
を
個
人
と
強
ん
で
、
或
は
最
終
順
位
の
相
続

人
と
し
て
是
認
せ
ん
が
矯
に
は
岡
家
自
慌
が
相
韻
植
を
享
有
し

得
ぺ
き
朗
自
を
有
た
ね
ば
な
ら
ね
。
而
し
て
共
の
矯
め
に
は
岡

府d

義!宗
務の
の靖
脚力目
抜し
に ii
列ー く
た.負
ら指
ぎと
る使
音日 五肯
タトが
を個
匂人
合 t亡
す脇
るす
事可
佐古当

~~きり
いし
て扶
は養

包
-
こ
に
〉
ヨ

L
佐
川
民
主
こ
芯
一
〈
r
こ
る
い
わ
川
〈
で
あ
る
。
調
削

A

友

引
ド
寸
司
、

a
c
t
-川

盟
-
白
口
門
司
日
戸
円
円
ロ
O
『

た
る
地
位
を

が
個
人
の
経
情
活
動
に
封
し
て

占
む
る
事
を
理
由
と
し
て
園
家
の
相
鶴
橋
を
説
く
が
如
き
は
殆

ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
勿
論
者
々
は
家
族
的
結
合
の
弛
緩
と
共

に
元
来
家
K
属
す
可
か
り
し
扶
養
の
義
務
も
漸
次
共
同
憾
に
移

り
、
凡
ゆ
る
鮪
に
於
て
園
家
負
携
の
増
加
が
極
め
て
顕
著
で
あ

る
事
を
否
定
し
得
友
い
。
然
し
左
が
ら
斯
く
の
如
き
闘
家
本
来

の
責
務
を
果
す
が
矯
め
の
支
出
を
漏
さ
ん
が
矯
め
に
と
そ
租
税

制
度
が
存
在
し
、
園
民
は
義
務
・
と
し
て
納
税
の
負
擦
を
負
ふ
。

然
も
倫
ほ
個
人
財
産
に
封
す
る
園
家
の
相
績
槙
を
認
め
ん
と
す

第
三
十
七
巻

二
八
三

第
二
披

一
一一一

Huber， ibid.. s. '5 '9 



回
蝿
家
の
相
績
繕

る
事
は
殆
ん
ど
理
解
し
能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。
是
庭
に
於
て
私

『
相
続
の
終
る
所
、
岡
庫
締
局
は
開
始
す
る
o
』

l土

と
論
断
し

で
岡
家
の
相
綾
穣
を
全
く
否
定
し
去
っ
て
翠
に
周
庫
脇
田
崎
を
の

{
註
九
)

の
所
設
に
左
視
す
る
。
共
同
相
積

み
是
認
し
た

~ 

J
J
h
m
回
目
・

人
と
し
て
の
岡
家
、
換
言
す
れ
ば
岡
家
の
遺
骨
分
様
の
如
き
恰

か
も
彼
の
一
石
へ
る
如
〈
概
念
の
混
請
で
あ
り
、
論
却
の
紛
飢
に

過
ぎ
及
い
。
内
ほ
岡
庖
臼
抑
制
岬
と
岡
山
奴
の
利
杭
棋
と
は
闘
{
陣
取
入

た
る
黙
に
於
て
は
全
〈
同
一
で
あ
り
、
民
法
上
共
の
匝
別
が
恐

ら
く
は
極
め
て
重
大
左
る
意
義
を
持
つ
で
る
ら
う
が
財
政
上
は

必
ら
や
し
も
問
題
で
は
友
い
。
む
し
ろ
踊
家
の
相
績
権
を
論
十

る
事
は
相
績
税
と
の
閥
融
制
比
於
て
乙
そ
始
め
て
意
義
を
持
つ
む

再
三
高
『

ん
事
'11' 
共
n、の
ζ 如

品?
に Z
外官

舎沼
左相
か i賢
てコ 生札

たを
の ~A

でつ
あて
る6)相
。績

然様
しに
主主 1-t 
治宝 え

ら
二
者
は
明
瞭
に
区
別
さ
る
可
き
性
質
を
持
つ
。
蓋
し
相
績
棒

は
民
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
俄
令
共
れ
が
閥
家
に
認
め
ら
る
可

き
揚
合
に
も
主
と
し
て
は
私
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
租
税
は
全

〈
公
法
上
の
問
題
で
あ
っ
て
二
者
何
等
の
閥
聯
も
左
〈
、
従
っ

て
鰐
令
遺
留
分
纏
と
じ
て
の
岡
家
の
相
積
権
が
是
認
さ
る
L

と

第
三
十
七
巻

二
八
四

第
二
披

一

し
で
も
街
ほ
且
つ
相
続
税
は
存
在
し
得
可
〈
叉
存
在
す
可
き
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

只
相
続
税
共
の
も
の
が
相
輔
樺
に
到
す

る
、
従
っ
て
叉
私
有
財
産
制
度
に
針
す
る
一
一
穫
の
制
限
な
み
か

の
如
き
視
を
呈
す
る
事
が
延
い
て
は
特
に
是
が
謀
殺
の
諭
擦
を

要
求
す
る
に
到
り
、
例
へ
ば
岡
家
の
相
続
樺
た
る
思
想
往
生
み

た
る
も
の
で
あ
ら
う
。
相
減
税
を
以
っ
て
私
有
財
産
制
度
に
針

ず
る
制
限
-K
め
か
め
れ
く
論
A
Y
る
事

U

恥
い
か
も
尺
ゆ
る
租
税

を
以
っ
て
私
布
財
産
制
度
の
制
限
左
り
と
論
や
る
ム
」
理
論
的
に

は
何
等
鑓
る
所
は
友
い
。

相
棋
税
は
飽
く
ま
で
も
租
税
で
あ

る
。
岡
家
に
相
債
権
を
認
む
る
何
等
の
理
由
も
た
〈
叉
共
の
必

要
を
感
や
る
事
も
決
し
て
友
い
。

註
一
、
斯
〈
の
知
き
思
想
が
自
己
矛
盾
を
戒
す
る
と
し
で
反
駁
ナ
る
者

に
例
へ
ば
〉

-znE阿
君
・
が
あ
る
。
彼
は
山
由
日
間
同
国
』
E
S
一
淑
が
相

繍
植
の
制
限
に
依
う
て
漸
次
個
人
白
忠
有
財
産
を
岡
家
D

手
に
収
め

ん
と
の
烹
読
を
持
し
た
る
に
封
し
で
、
『
斯
〈
の
如
き
主
張
は
棺
績

捕
が
単
に
私
宥
財
産
自
結
果
現
象
で
あ
担
、
従
ヲ
て
財
産
自
制
限
は

相
讃
櫨

P制
限
に
先
行
す
可
寺
事
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
。
』
と
評

し
て
居
る
。

註
こ
、
二
O
M
は
租
税
で
あ
り
な
が
ら
百
M
は
何
故
に
租
税
で
は
な
い

の
か
と
云

-J-E--
一Mm
Z

固
め
問
に
封
L
て
花
は
明
確
た
解
答
を
喫
へ

M. West， Theory of the Inheritance Tax， Science Qu.，.rterly， Vol. 8th. p・436.
M. West， jbid. 6) Huber， i，?id.，_ S. I9 7) Antor】J¥1enger，
Neue Staatslehre. S. 122.. 8) Jeremy M巳口r:ham，C ，ltected Works， 
Bowing's edition， U.， p. 585・Vgl.自己1igman，Essay.;心nToxation. p. 127・

4) 



得
な
い
と
同
時
に
、
例
へ
ば
猫
乙
に
於
て
は
最
高
六

O
舶
、
草
人
闘
は

問
。
紙
、
偽
蘭
鴎
は
五
九
%
川
合
衆
圃
は
附

O
M内
の
相
摘
積
を
課
す

る
今
日
町
制
度
が
果
し
て
柑
繍
櫨
に
劃
す
る
制
限
に
非
ざ
る
か
に
就

い
て
は
疑
ひ
な
奇
を
得
向

註
三
、
圃
家
は
只
財
産
自
相
繍
櫨
の
-O
を
纏
承
し
得
る
に
過
ピ
ず
な
い
。

従
ワ
で
同
家
が
吾
が
民
法
に
特
有
た
る
家
督
相
績
人
に
指
定
さ
れ
得

た
い
事
は
家
督
相
摘
自
憶
白
一
性
質
に
依
ワ
て
明
瞭
で
あ
る
。

註

回

、

が

圃

家

を

以

ヲ

て

一

大

家

族

な

り

と

親

、

国
家
が
英
の
成
長
の
財
産
を
柑
績
し
得
る
事
恰
か
も
家
族
員
の
遺
産

を
繕
識
す
る
家
即
刻
し
と
説
い
て
圃
家
の
柑
績
櫨
を
主
張
し
た
る
に

謝
し
で
け
岳
民
君
主
は
そ
れ
が
隈
た
る
比
怖
に
過
一
き
な
い
市
中
を
指

摘
し
て
居
る
。

同
E
C
E
町
田

rpnz

註
豆
、
相
嬬
構
四
歴
史
的
現
濯
が
其
の
主
主
財
産
所
有
権
制
度
の
融
再
選

に
外
な
ら
ぬ
事
は
否
定
し
得
な
い
も
の

L
知
〈
で
あ
る
。
従
っ
て
二

者
を
匝
別
ナ
る
事
が
慨
に
不
可
能
に
非
ぎ
る
恥
は
疑
問
自
存
す
る
所

で
あ
る
が
相
績
櫨
の
種
選
、
従
ヲ
て
財
産
制
度
目
費
濯
は
繰
り
に
も

康
範
な
る
問
題
で
あ
っ
て
吾
々
白
能
〈
明
か
悶

L
得
る
限
り
で
は
な

い
。
只
古
代
社
舎
の
制
度
に
就
V

で
は
冨
c
J
P
E
の
研
究
に
多
〈
を

墜
ぴ
得
る
で
あ
ら
う
。

註
六
、
同
Z
F
m
「
は
ス
ウ
牛
ス
に
於
け
る
親
族
白
相
捜
檎
が

N
E
n
r
に

於
て
は
曾
帆
尖
母
国
E
己
で
は
五
親
等
、
目
。
Z
F一
三
国
で
は
班
父
母
白

子
ま
で
に
制
限
さ
れ
て
居
る
事
を
述
べ
て
居
る
。

国

家

町

相

様

様

註

セ

の

提

案

は

十

ケ

僚

よ

り

成

り

詳

細

を

撮

む

る

も

m
U

で
あ
る
が
是
を
約
言
す
れ
ば
、
直
系
子
探
の
相
練
櫨
は
是
を
是
認
し

ヮ
、
相
摘
額
に
依
っ
て
共
同
穂
及
び
踊
家
の
相
繍
櫨
の
介
入
を
認
め

一
定
績
を
越
ゆ
る
場
合
凡
て
園
家
に
蹄
ナ
。
親
等
の
疎
な
る
に
従
っ

て
共
同
開
及
び
圃
家
の
相
績
槽
が
擁
張
さ
れ
=
一
視
等
を
越
ゆ
れ
ば
個

人
相
績
機
は
一
肯
定
さ
れ
無
主
側
財
産
と
し
て
換
同
健
及
び
圃
家
に
蹄

】
ル

Z
Z
3
2
与】一一

関
す
る
。
同
家
が
相
補
し
た
る
財
産
は
一
服
利
教
育
等
の
枇
曾
政
策
的

施
設
に
支
出
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
向
。
等
L
q

、
勿
論
遺
言
に
依
っ
て
咲

同
館
及
び
岡
家
。
相
捜
櫨
が
制
供
さ
れ
否
定
さ
る
主
事
は
た
什
。
品
円

ぽ
相
療
機
の
制
悦
に
依
っ
て
得
た
る
財
源
を
特
に
枇
曾
政
策
的
施
設

に
充
常
ず
可
し
』
な
す
は
品
川
ん
ど
凡
ゆ
る
搭
者
に
共
通
泊
貝
界
で
あ

る。

笹
八
、
相
績
櫨
白
制
限
を
論
じ
て
一
種
目
沼
牧
を
主
張
し
た
撃
設
は
極

め
て
多
い
が
普
通
に
は
し
「

-
F
Z
E
E
-
を
以
ワ
て
最
初
白
人
と
す
る
。

彼
は
、
無
遺
言
棺
績
に
於
け
る
相
編
入
を
直
系
子
孫
と
四
己
豆
町
出
弓
呈
切

言。
-
S
S
L
E
E
t
-
に
限
定
し
、
前
者
は
無
税
後
者
に
は
五

O
M
白

課
税
を
主
張
し
て
居
色
。
其
白
外
』
目
白
・
豆
一
-
-
は
最
も
徹
底
し
た

制
限
の
主
張
者
で
あ
る
が
彼
は
無
一
遺
言
相
摘
に
於
け
る
全
財
産
の
樋

康
浸
岐
を
・
而
し
て
濁
立
の
生
活
能
力
な
骨
子
孫
自
矯
め
に
は
岡
家

白
扶
養
義
務
を
要
求
し
て
居
可
制
。
ア
印
n
-
L
r
F
n
r
s
g
h
r
及
び
前

記
冨
ロ
ロ
仲
間
内
E
M
等
皆
注
目
さ
る
可
き
悪
者
で
あ
る
が
一
様
に
只
相
績

檎
白
制
限
を
理
由
あ
り
と
し
て
制
限
さ
れ
た
る
櫨
利
が
知
何
に
圃
家

第
=
一
十
七
巻

二
八
五

第

蛾

一
一
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所
謂
『
費
上
税
』
に
就
て

に
蹄
麗
ナ
る
か
に
就
い
て
は
理
論
的
に
是
を
明
確
に
し
て
居
な
い
様

で
あ
る
。

詰
丸
、

=き

]
凶

ozzv斜
戸
口

は

を

以

ヲ

で

圃

家

の

相

蝿

問

機

を

主

張

し

た
る
最
一
初
白
人
な
り
と
す
る
見
解
白
誤
謬
を
指
摘
し
て
『
彼
の
試
案

は
直
系
親
族
聞
を
除
〈
外
白
無
遺
一
冨
相
暗
闇
壱
否
定
し
、
夏
に
直
系
白

子
孫
を
有
せ
ね
遺
言
者
の
遺
贈
し
得
る
権
利
を
制
限
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ

p
、
而
し
て
或
る
場
合
に
は
子
孫
の
受
〈
可
昏
財
産
の
一
部

を
同
家
に
興
へ
ん
と
ナ
る
も
の
で
あ
ヲ
た
。
彼
は
其
の
提
案
を
闘
庫

蹄
嵐
時
拡
議
と
呼
び
何
等
園
家
の
相
繍
構
に
根
擦
を
置
〈
事
た
〈
、

却
ワ
で
斡
挺
な
る
関
係
な

F
間
人
聞
の
担
淀
川
川
一
一
一
一
口
相
績
を
日
正
訓
叫
す
る
事

が
全

f
理
由
な
き
亭
を
其
の
論
披
と
し
た
o
』
と
述
べ
て
居
る
。
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